
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書  

 

  年   月   日  

 

 

白  山  市  長  

 

 

          申告者  住所（所在）            

         （納税義務者）  ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名（名称）            

                                 

    個人番号（法人番号）             

電話番号     －  

 

地方税法附則第１５条の７第１項又は第２項に規定する住宅に対する固定

資産税の減額の適用を受けるため、市条例附則第１６条第２項の規定に基づ

き次のとおり申告します。  

所在・地番  白山市  家屋番号   

種類   構造   

床面積  ㎡  居住用床面積  ㎡  

建築年月日  H１ ０年 １ ０月 １ ０日  登記年月日  H１ ０年 １ ０月 １ ０日  

提出期限を経

過した理由  

 

 

 

 

 

 

※ 初 め て 課 税 さ れ る 年 度 の 初 日 の 属 す る 年 の 1 月 3 1 日 ま で に 提 出 で き な か っ た

場 合 の み 記 入 し て く だ さ い 。  

添付書類  

・  地方公共団体が発行した長期優良住宅の認定通知書（写し） 

 

 

 



 

～～～  認定長期優良住宅に係る固定資産税減額  ～～～  

 

■対象住宅  

 次の要件をすべて満たす住宅であること。  

１．長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅  

２．令和８年３月３１日までの間に新築された住宅  

３．住宅部分の床面積が５０㎡（一戸建て以外の貸家住宅は４０㎡）以上２８０

㎡以下の住宅  

４．住宅部分と住宅以外の部分とがある場合（併用住宅等）は、居住部分の割合

が全体の床面積の２分の１以上である住宅  

 

■減額される範囲  

１戸あたり１２０㎡相当分（居住部分に限る）の固定資産税に限る。  

 

■減額される額  

上記の減額範囲に相当する固定資産税額の２分の１が減額されます。  

 

■減額期間  

新築から５年度分（３階建て以上の中高層耐火住宅については７年度分）  

 

■提出書類  

次の書類を初めて課税される年度の初日に属する年の１月３１日までに提出し

てください。  

１．認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書  

２．地方公共団体が発行した [白山市役所建築住宅課 ]長期優良住宅の認定通知書

（写し）  

 

■提出先  

白山市役所総務部資産税課 [本庁舎 2 階 ]   

 

■その他  

長期優良住宅に対する減額措置は新築住宅に対する減額措置に代えて適用され

ます。（複合適用はできません。）  

 

 


